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新年会開催のお知らせ 

 

今年も残すところあとわずかとなりました。 

先生方にとって、今年はどのような一年だったでしょうか。 

皆様が充実した日々をお過ごしになられていましたら幸いです。 

さて、来年は年明け早々に、当会の新年会を予定しております。 

日頃なかなかお会いできない会員同士で交流し、情報交換などをしながら、 

和やかな時間を過ごしていただければと思っております。 

ぜひお気軽にご参加いただき、親睦を深める場としてご活用ください。 

 

 

日程：２０２6 年(令和 8 年)１月１8 日(日) 

時間：13：30～16：00 

場所：ホテルローズガーデン新宿 別館２階宴会場ローズルーム 

(新宿区西新宿８丁目１－３) 

会費：４,０００円 ※皆様へ案内状と出席連絡票が届きます。 

 

ご回答は 1 月 10 日までにお願いいたします。 

 

  

268 号 
2025年 12月 18日 

一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

mailto:zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp


2 

 

 

令和 7 年 12 月吉日 

令和７年一年を振り返って 

代表理事 清水一雄 

 今年も残すところ後 1 か月を切りましたが、会員の皆様いかがお

過ごしでしょうか。今年は会が任意団体から平成 15 年に法人を発

足して 22 年の歳月を経て、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧

の健康保険給付化を目指して、6 月 10 日に 21,248 筆署名を海江田

議員の請願にて提出しました。審査未了で厚生労働委員会に付託さ

れそこで採択するか否かが審査されます。 

国会請願において「審議未了で専門委員会に付託する」とは、提

出された請願が、その国会の会期中に結論（採択または不採択）を出すに至らず、次の会期に向け

て継続して審査を行うために、専門的な委員会に審査を委ねる（付託する）ということで、委員会

としての結論（採択か、不採択か）で決定されます。 

 9 月 29 日には請願が採択されるために衆参厚生労働委員長藤丸議員、本田議員に挨拶回りし署名

の趣旨とあはきの現状について理解を深めていただく話をしました。 

12 月 15 日（月）には海江田議員に訪問予定していましたが、国会会期中につき時間がとりづら

いということで、年始に再アポイントを取り訪問することにしました。 

【海江田議員と打ち合わせたい内容について】 

〇はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の請願署名が採択されるために  

１．あと 2 万筆の署名を出すタイミングを見て、関西の議員請願で出す予定 

２．不足準備資料があれば教えていただきたい 

３．議員に委ねていますが、我々として何をなすべきかについて 

〇この度、衆参厚生労働委員会の国会答弁で感じたこと 

衆議院 11 月 19 日、参議院 12 月 2 日、4 日に医療法等の一部を改正する法律案について行われ

ましたが、厚生労働委員会に付託されたはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の請願署名において

は委員会で審査されていません。病人や介護者が増える一方で、担い手が追い付かず病院経営の悪

化により倒産が増えています。介護も担い手不足で介護事業から撤退せざるを得ない。今のままで

は医療介護の崩壊が目に見えています。 

残念なことは、身体の抵抗力をアップして病気を無くしていくとかは一切論題に上がらないこと

です。身体のメンテナンスをして病気を減らしていく考えです。病気を増やして医療介護に莫大な

お金をかけている割に、マンパワーが疲弊し辞めていく現実があり、これを変えていかない限り大

変な世の中になっていくでしょう。 

解決していくのに何故伝統医療に着眼しないのか？不思議でなりません。伝統医療であるはり・

きゅう・あん摩マッサージ指圧の役割にかかっていると思えてなりません。 

何とか請願採択になるように来年も引き続いて頑張っていきましょう。 

皆様も健康で事業繁栄にて良い年をお迎えください。 
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今年一年を振り返って 

事務局長 土田 仁 

今年もあと少しで終わりますね。皆様にとって今年はどんな１年でしたか？良い１年だったという方、あま

り振るわない１年だった等様々だと思います。 

当会の事で言いますと今年は長年の悲願であった「国会請願」を果たせた素晴らしい１年ではなかったかと

思います。当会でも力を入れている「健康保険証１枚ではりきゅうマッサージが受けられる」事、「東洋医療

の素晴らしさを広く知って貰う事」このコンセプトの第一歩に繋がった１年だったと思います。これを機に来

年以降もより実現に向けて取り組んで参りたいと考えております。来年は２年に一度の療養費改定の年です。

来年は丙午(ひのえうま)の年です。丙と午は干も支も陽の火を表します。干支の様にパッと明るく良き 1 年と

なる事を心より祈っております。それではみなさん、良いお年をお迎えください。 

新年会で会いましょう！ 

 

 

 

健康保険からの伝統医療排除の改善を目指して 

国民の会として国会請願に取り組もう 
                                 

217 国会、厚生労働委員会にて採択された請願          広報部 久下勝通 

 本年の 1月 24日から 6月 22日まで開催された 217国会に、長年検討してきた健康保険制度から 

伝統医療排除の改善を求める国会請願を提案しましたが、残念ながら審議未了となりました。 

厚生労働委員会で審査された請願 37件、採択された請願は 6件で内閣へ送付され、政府は請願の 

内容にそって改善が求められるのです。審議未了の請願は 31件でした。 

採択された請願は以下のとおりです。 

① 「パーキンソン病治療研究支援及び医療費助成制度の改善に関する請願」、紹介議員

33名、 

署名者 51,023名、採択の上内閣送付 ／令和 7年 6月 20日 

② 「パーキンソン病の撲滅を目指すことに関する請願」、紹介議員 4名、署名者 1563名 

採択の上内閣に送付／令和 7年６月 20日、 

③ 「国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願」、紹介議員 119名 

署名者 177,721名、採択の上内閣に送付/令和 7年 6月 20日、 

④ 「国立病院の機能強化に関する請願」、紹介議員 92名、署名者 41,102名 

採択の上内閣送付 ／令和 7年 6月 20日 

⑤ 「難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願」紹介議

員 91名 

  署名者、211,381名 /採択の上内閣送付 ／令和 7年 6月 20日 

⑥ 「てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願」 

紹介議員 86名/署名者 18,899名/ 採択の上内閣送付 ／令和 7年 6月 20日 
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鍼灸治療、あん摩マッサージ指圧治療の保険適用改善の請願 

「国民の会」が海江田万里議員にお願いし提出した請願                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧治療の健康保険適用の拡大と改善に関する請願  

（請願要旨） 

はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師が行う治療は、西洋医学の伝来以前から命と健康を

守ってきた歴史があり、西洋医学との併用治療によって相乗的な効果を発揮し、健康の保持、増進に重

要な役割を果たしている。 

しかし、現行の健康保険制度には制限が多く、国民が必要に応じて適切な医療を受ける権利「受療権」

を侵害している状態だと言わざるを得ない。 

日本国憲法第二十五条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、

すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

としており、国際人権規約でも、到達可能な最高水準の健康を享受することはすべての人間の基本的人

権の一つであるとして「健康権」を提唱している。 

これら「生存権」「健康権」「受療権」を保障することが、国の責務であることは明瞭である。 

 ついては、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧治療を、一般医療と同様に健康保険証の提示で

受診できるよう措置されたい。（紹介議員海江田万里議員１名、署名者２１２４８名、審議未了） 

厚生労働委員会における請願の審議は、6月 20日にすべて終了して結論は出されています。 

しかし、請願は国民の権利であり何度でも行う事ができます。今回の請願は初めての経験であり、や

むを得ない事ですが準備が十分ではなかったと思います。なによりも残念に思うのは「国民の会」全

体で取り組む請願ではなかった事です。 

請願は議員を通して衆議院または参議院の議会へ提出します。採択されている請願は紹介議員が

多いのは当然です。一人でも多くの紹介議員が必要な国会請願ですから、「国民の会」全体で取り組

めるよう、話し合いを徹底的に行っていただきたいと思います。 

健康保険法から伝統医療排除の問題を明らかにし改善を求めることは、伝統医療への国民の理解

を広げるために，是非とも行わなければならない問題と思います。 

 腎疾患対策の請願 

 217 国会の厚生労働委員会で審議され採択された請願の中より、どのような請願が採択されてい

るのか、請願から勉強する必要があるのでは思い「腎疾患対策の請願要旨」を抜粋しました。 

１ 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願 

患者数が千三百万人を超えると推計される慢性腎臓病は、命に関わる病気の発症リスクが高く一

たび腎不全になれば人工透析や腎移植が必要になる。 

国の腎疾患対策事業や生活習慣病対策事業などの推進の成果や、官民を挙げての啓発活動の効果

などにより、二〇二二年度末に初めて透析患者数が前年と比較して減少したが、依然として七十歳

以上では増加し続けており、透析患者全体の高齢化によって通院や介護支援、フレイル、サルコペ

ニアの予防・改善などが喫緊の課題となっている。 

加えて、生産年齢世代の透析患者に対する就労支援の充実や医師の高齢化による透析施設の閉鎖

及び自然災害が発生した場合の対策も重要である。さらに、腎移植まで平均約十五年かかることか

ら、臓器移植への国民の一層の理解が進むような普及啓発や国内での移植件数を最大化させる施策
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の推進とともに、再生医療の研究が進むことを願う。 

 ついては、次記事項を措置されたい。 

一 腎臓病の早期発見と重症化予防、透析患者及び腎移植患者を含む慢性腎臓病患者の生活の質の

向上のため、腎疾患対策検討会報告書に係る取組の中間評価（令和五年十月）に記されているよう

に医療機関間の紹介基準等の普及及び連携強化等を更に推進すること。 

二 透析患者であっても安心して介護保険施設に入所できるよう令和六年度介護報酬改定において

送迎に関する加算が設けられたが、透析施設と介護施設の連携体制の更なる整備に向け、人的・財

政的措置を引き続き検討すること。 

三 透析患者の高齢化や障害の重度化により通院困難者が増えている。国と地方自治体が連携し、

通院を支援する体制を整備するよう努めること。       

四 医療者の高齢化などによる医療者不足により透析施設の閉鎖や夜間診療の中止、入院受入れの

中止等が余儀なくされている地域に、遠隔医療の導入などにより透析医療を確保するための対策を

講ずること。 

五 生産年齢世代の透析患者の就労による社会参加を促進するため、透析患者の治療と就労の両立

のための支援対策を推進すること。 

六 近年、全国各地で地震・風水害等による甚大な被害が頻発している。透析患者の通院支援・透

析医療の確保等、要支援者に対する迅速な対応と、広域に停電や断水が発生した場合は隣接する都

道府県において透析患者を受け入れられる体制を確立すること。 

七 臓器移植及び再生医療研究の更なる促進に努め、実用化に近い腎臓再生医療の研究については

体制のより一層の充実を図ること。     紹介議員 124名 署名者 177,721名 

 

  

投稿／中野 郁雄様  
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リハビリ病院での体験について 

副代表理事 清水鏡晴 

今年の 1 月に在宅マッサージで訪問中にバイク事故にあいました。 

直ぐに救急車が到着して、武蔵小杉の日本医科大学病院に搬送されました。 

結果は右股関節の骨折、右鎖骨の骨折、頭部の挫傷でした。3 日後に緊急手術を受け、3 週間ほど入院し

て、その後は麻生のリハビリ病院に転院しました。そして本格的なリハビリが始まりました。 

 股関節担当は理学療法士、上肢は作業療法士、脳は言語聴覚士が担当することになり、毎日 1 時間で

都合 3 時間のリハビリが始まりました。それぞれ担当の先生が付き、一番重い症状は右脚で、歩けない

ので車いすです。ベッドで仰向け状態から施術が始まり、動く範囲で筋トレを中心に、膝にボールを挟

んで締めるリハビリなどでした。そして平行棒に移動して歩行訓練などを行いました。これが毎日 1 時

間です。歩けるようになると歩行訓練が中心で、病院のすぐ前が公園なので、ここで 1 周を約５０分位

で歩行します。４、５ヶ月目になると２０分で回れるようになりました。 

肩関節は作業療法士が担当し、肩関節の抵抗運動が中心でした。そして言語聴覚士のリハビリは脳の

回復を促すようなリハビリで、これはデスクワークが中心でした。事故当初は、脳の機能はかなり落ち

ていて、テストを行い状態を調べます。僕の場合は小学１、２年程度まで機能が落ちていました。簡単

な計算訓練、1 桁、2 桁からの暗算の訓練から始め、暗記もかなり落ち込んでいたので、数字 3 桁を読み

上げて、その数字を逆に答えるような訓練です。認知症に最適だと感じました。 

そんなリハビリを各担当者が 1 時間受け持ち、毎日 3 時間行いました。実際は疲れる様に思いますが、

先生も時々話を交えて飽きないように、そして疲れないようにしてリハビリを行いました。驚いたこと

は若い先生が多数在籍しており、特に女性が多かったです。そんな状態で約 5 か月リハビリ病院で機能

回復に励んだお陰で、退院時には日常生活には困りませんでした。ただ少しもの足りないのはマッサー

ジがほとんど無かったことです。麻生リハビリ病院は先生も多く、一日も休みなく交代でリハビリをし

てくれるので回復も早いです。僕の場合はそれでも 5 か月かかりました。もしリハビリで入院が必要な

時はこの麻生リハビリ病院はお勧めです。 
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靖国参拝と真珠湾攻撃 

山内 惠美子 

～朝日新聞 2025.１２-8 朝刊より～ 

英霊か国家の犠牲者か 

 

 高市早苗氏は、秋の例大祭での参拝を見送った。 

これまで春秋の例大祭にはほぼ参拝してきたのだが、首相就任直前を配慮したことが考えられる。 

まず靖国神社の起源は、明治政府が 1869 明治 2 年創建した。 東京招魂社 

戊辰戦争で、戦死した官軍兵士を慰霊、顕彰する施設だった。 

新政府は、天皇中心の国家建設を急いでいた。 

英霊として合祀の対象になるのは、天皇の為に戦って死んだ人達。 

1879 年には、明治天皇により 国を靖んずる を意味する 靖国神社 と改称された。 

この為、旧幕府側だった会津白虎隊や西南戦争で新政府に反抗した西郷隆盛らは除外された。 

原爆や空襲などで亡くなった民間人も対象外だ。 

 

国家神道の象徴だった靖国神社の位置づけは、敗戦を期に大きくかわる。 

略  

G HＱ は、1945 年 12 月の神道指令 で国の保護から切り離し、日本国憲法には、政教分離の原則 が

明記された。 

それが、1978 年にＡ級戦犯１４人が合祀された事で、歴史認識問題の側面がクローズアップされるよう

になる。略 

このため、1985 年に中曽根首相が公式参拝に踏み切ると国内でも論争となり、中国や韓国などからも 

Ａ級戦犯をまつる神社への参拝は侵略戦争を正当化するもの  と強く反発が起きた。 

略 

天皇は、Ａ級戦犯問題が浮上してからは参拝していない。 

 

以上、朝日新聞 12／8 朝刊 

 

 12 月８日 真珠湾攻撃の日にあたる今日、靖国神社問題を改めて考えてみる必要を感じました。 

今日でも歴代総理大臣や、大臣達が大挙して靖国神社に参拝するのは、何故なのか？ 

 

神社創建からの歴史を知ると、国、政府は国民を天皇の赤子 として多くの命を奪い、その国家的機

関として当神社を重要視してきた。 

かっての英霊を大切に思い参拝するのでしょうか？ 

今も政府要職達が大挙して参拝するのを見るにつけ、首から薄ら寒さを感じるのは、私だけでしょうか？ 

 

 政府は、かって明治政府からやって来たように国民の命を自由に扱える道を確保しようとしています。 

参拝を推進する政府の真の意図と要職達の顔をしっかり覚え、私達に残された唯一の政治行為 選挙の

投票行為を重要視して行かねばならないと思いませんか？ 
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令和 7 年度 東京都医療機関物価高騰緊急対策支援金について 

申請期間が延長され、従前より交付額が増額しました。 

都内に開設している施術所は支援金の申請が可能です。 

(※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設

している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っ

ている施術所に限る。) 

申請方法が 2 種類あり、申請フォームが異なりますのでご注意ください。 

交付額：光熱費/58,500 円 

申請期間：令和 8 年 1 月 5 日 ～ 1 月 16 日まで 

※書面申請の場合、web 事前申し込み:令和 7 年 11 月 4 日～11 月 28 日まで 

① J グランツから申請する場合 

令和 8 年 1 月 16 日締め切り(交付申請兼実績報告書提出期限) 

申請フォームは令和 8 年 1 月 5 日(月)に掲載予定との情報あり。 

※J グランツとは：デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。 

 J グランツから申請するには事前に G ビズ ID プライムを取得する必要があります。 

G ビズ ID 申請フォームは下記リンクをご参照ください。 

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html 

 

② 書面申請の場合  ※書面申請の場合 web による事前申し込みが必要です。 

   web 事前申し込み：令和 7 年 11 月 28 日(金)締め切り 

   申請フォームは令和 7 年 11 月 4 日(火)に掲載予定との情報あり。 

   令和 8 年 1 月 16 日締め切り(交付申請兼実績報告書提出期限) 

 

支援金に関するお問い合わせは下記の担当部署にご連絡ください。 

なお、お問い合わせ時に東京都から郵送されたハガキが必要になるようですので、 

お手元にご準備の上お問い合わせください。 

 

問い合わせ先 

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局（受託者 株式会社阪急交通社） 

電話番号：03-4487-4019（受付時間 平日午前 9時から午後 5時まで） 

Email：iryo-bukkar7@hei.hankyu.co.jp 

URL → https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka 

 

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka
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投稿／中野 郁雄様  

保険学習会を開催して 

事務局長 土田 仁 

保険部などの部会がなり手不足のため活動を休止している中、久々の保険学習会でした。部会活動を休

止している理由として、義務感で行うよりもやりたいメンバーで自主的に「有志で盛り上げていこう」と

いう方が楽しく能率的ですので基本的な姿勢の見直しも兼ね部会という枠を取っ払い自主性で現在行っ

ております。そんな中の学習会でした。新入会員の方から嬉しい早速のご要望で「医師の同意書が取れな

い時にはどうすればよいか」という事について 1 時間ほど LINE にて話し合いました。「同意書を書いて

くれる先生が見つかると楽だよ」とか 

「必ず書いてくれるところがあるから諦めない事」など有意義な意見が飛び交い和やかな雰囲気で幕を

閉じました。 

これからも会員さんの「個人レベル」で気になる様々な事を皆で讃え合い共有できる様な楽しい勉強会

を行って行きたいと考えておりますので、どんな事でもご要望があればご連絡お待ちしてます！ 
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熊に襲われた時の対処法について考える 

松本 泰司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近のニュースはクマに襲われた話題が多い。熊に顔を引っ掻かれた。頭を噛まれた。昔から死んだ

ふりをしろとか目を逸らさずに後ずさりをして距離を取れとか、本当はどうすればその危機を脱するこ

とが出来るのか、その上で根本的解決法を考えてみたい。 

というのは yahoo ニュースの中で首を傾げたくなるような記事を見たのだ。その記事には熊と遭遇し

たが無傷で危機を脱した２人の話だった。85 歳の女性が熊と遭遇した。その女性はクマに向かって力士

がぶつかる様にブチかましをしたらしい。熊は驚いて逃げ去ったという。 

もう 1 件は熊と遭遇した男性で若い頃空手をしていた。有段者かどうかは書いてなかった。彼は反射

的に熊に蹴り（前蹴りか回し蹴りかは不明）を入れたら熊が逃げて行った。私はこの記事を書いた人に

聞きたい。熊に襲われた時も自己責任で闘えというのか、ツキノワグマなら何とか撃退出来るだろうが、

ヒグマにぶちかまして行けば相手が逃げて行くのだろうか。私はこの記事はジョークで書いているのか

と思ったがあながち間違いでもないらしい。アメリカクロクマという熊がいるがこれはヒグマより小さ

くツキノワグマより少し大きいくらいの種だが、この熊が米国民家の庭に侵入したとき飼い猫に追われ

て逃げて行った映像を見たことがある。熊がヘタレなのか猫が熊を追い払ったのである。 

 

話は変わるが私がケアマネで担当する利用者に 83 歳のアルツハイマー型認知症の女性 A さんがいる。

A さんが語る言葉には真理が宿っている時がある。以前埼玉の Y 市で道路が陥没してトラックの運転手

が生き埋めになった。この人がなかなか見つからなかった頃私はあえて意地悪な質問をした事がある。

（私の本心ではない事を断っておく）「A さんトラック運転手がマンホールの中に流されているらしいが時間

も経つし、一旦穴は埋めて道路を再開してからマンホール内を探すのはどうですかね？」と聞いた。 

A さんは即座に「それはだめだ。道路は使えなくても運ちゃんが見つかるまで探さないとだめだ。」私は

人権重視の言葉に感銘した。認知機能は低下しても人としての判断力は確かだ。 

ここで熊問題に戻る。テレビで熊の被害を放送していたので私は A さんに「何で熊が人を襲うように

なったんですか？」と聞いてみた。A さんは「人間の肉はおいしいと熊が知ってしまったんだ。人間は

色んなものを食べているだろ肉がおいしいんだ。」と言った。私は人肉目的なら子供や若い女性を襲うと

思う。熊にも本当の言い分があるのだろう。『俺が食べようと残していたタケノコを盗ってんじゃーねえ

キノコも俺の物だ』とか、こんな時こそテレビ局は動物と会話が出来るハイジを呼んで熊の本音を聞か

せて欲しい。当事者の意見を聞く事が根本的な解決につながるのではないかと思う。 

お前は脱毛したツキノワグマ

か掛かってこいやダッー 

猪木さん俺っす全日の最弱

大熊元司すよムネ借ります 

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏと大熊元司の区別は体毛の有無だけです 
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R07 年 12月                R08 年 1月 

1 月 「海江田万里を支える会」(11：30～13：00)  1 木 元旦 

2 火  2 金  

3 水 申請書〆切      

 

3 土 申請書〆切 

 

4 木  4 日  

5 金  5 月  

6 土  6 火  

7 日  7 水  

8 月  8 木  

9 火  9 金 事務局通信投稿締め切り 

10 水 事務局通信投稿締め切り 10 土  

11 木  11 日  

12 金  12 月   成人の日 

13 土  13 火  

14 日 三役会（13:30～15:30） 14 水  

15 月 事務局会議(10：30～12：00) 15 木 NPO 体験マッサージ（13:00～15:00） 

国民の会役員会(18：30～20：30) 

16 火  16 金  

17 水  17 土  

18 木 NPO 体験マッサージ（13:00～15:00） 

国民の会役員会(18：30～20：30) 

18 日 理事会（11：00～13:00） 

新年会（13：30～16：00） 

場所：ホテルローズガーデン新宿 

19 金 ウーベル保険 R8 年 1 月加入申し込み締め切り 19 月 事務局会議(10：30～12：00) 

20 土  20 火 ウーベル保険 R8 年 2 月加入申し込み締め切り 

21 日  21 水  

22 月  22 木  

23 火  23 金  

24 水  24 土  

25 木  25 日 NPO 理事会(10：00～12：00) 

26 金  26 月  

27 土  27 火 支給明細などの発送 

28 日  28 水  

29 月 支給明細などの発送 29 木  

30 火 療養費の振り込み 30 金 療養費の振り込み 

31 水  31 土   
 

※国民の会：健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 

※NPO：NPO 法人東洋医療を考える会 

 

 

 

 

 

冬期休暇(12/30～1/4) 

申請業務 申請業務 


